
国土交通広域連携中部会議について

□会議の開催経緯と各計画の策定状況

第１回 平成１５年 ７月２８日

第２回 平成１７年１１月１８日

第３回 平成１８年 ８月 ２日

第４回 平成１９年 ８月 ２日

第５回 平成２１年 ６月１１日

第６回 平成２８年 ２月 ８日

第７回 令和 ３年 ６月２３～３０日

【参考】
平成１３年１月 国土交通省誕生
平成１３年３月 国土交通中部地方懇談会設立（前身会議）

・・・平成１５年６月 まんなかビジョン策定
・・（平成１５年１０月 社会資本整備重点計画（全国））
・・・平成１６年６月 地方ブロックの社会資本の重点整備方針

・・・平成１９年７月 新まんなかビジョン基本方針

・・（平成２１年３月 社会資本整備重点計画（全国））
・・・平成２１年７月 新まんなかビジョン実行計画
・・・平成２１年８月 地方ブロックの社会資本の重点整備方針
・・（平成２４年８月 社会資本整備重点計画（全国））

※地方ブロックは未策定
・・・平成２６年１０月 第３次まんなかビジョン基本理念
・・（平成２７年９月 社会資本整備重点計画（全国））
・・・平成２８年３月 地方ブロックにおける社会資本整備重点計画

（令和３年５月 社会資本整備重点計画（全国））
・・・令和３年○月 地方ブロックにおける社会資本整備重点計画

■設立経緯

平成１３年国土交通省誕生を契機に、中部の将来像について議論・

提言をいただく有識者懇談会が設置され、平成１５年６月に「まんなか

ビジョン」が策定された。

また、同年３月に社会資本整備重点計画法が制定される中、ビジョ

ンの実行性を高めるため、平成１５年７月に「国土交通広域連携中部

会議」が設立された。

現在までに、社会資本整備重点計画が５回策定され、地方ブロック

（案）の作成にあたり本会議を開催し意見交換している。

参考資料２
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国土交通広域連携中部会議について

【趣 意】

中部地方の自立ある地域づくりを進めるためには、地域の将来像

を国と地方が共有した上で、国と地方が連携して事業を決定・実施す

る方式を確立し、限られた予算の効果を最大限発揮させることが必

要である。

このため、国と地方が広域視点に立った地方ブロックの将来ビジョ

ン、国際化戦略、観光・地域振興戦略、社会資本整備のあり方等に

ついて、国、地方公共団体、地元経済界等が、地方ブロック戦略につ

いて意見を交換し、それを共有することを目的として、「国土交通広

域連携中部会議」を設立するものとする。（平成１５年７月設立）

【構成メンバー】（順不同）
長野県 長野県知事
岐阜県 岐阜県知事
静岡県 静岡県知事
愛知県 愛知県知事
三重県 三重県知事
名古屋市 名古屋市長
静岡市 静岡市長
浜松市 浜松市長
経 済 界 (一社)中部経済連合会会長
〃 東海商工会議所連合会会長
〃 (一社)長野県商工会議所連合会会長
〃 (一社)静岡商工会議所連合会会長
総務省 東海総合通信局長
農林水産省 東海農政局長
経済産業省 中部経済産業局長
国土交通省 中部地方整備局長
〃 中部運輸局長
〃 大阪航空局長
〃 東京管区気象台長
〃 第四管区海上保安本部長
〃 中部地方測量部長 2



国土交通広域連携中部会議について

【作成体制】

国土交通広域連携中部会議
｛５知事・３政令市長・局長（総務・農水・経産・国土交通省） ・経済界会頭｝

国土交通広域連携中部会議
協働作業グループ会議

｛５県・３政令市課長、国土交通省地方支分部局課長・地元経済界｝

有識者

国土交通広域連携中部会議 幹事会
｛５県・３政令市局長、国土交通省地方支分部局部長・経済界理事｝
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国土交通広域連携中部会議について

■地方ブロックの社会資本整備計画策定上の関わり

地方ブロックにおける社会資本整備計画の策定にあたっては、平成３

年５月２８日に閣議決定された、「社会資本重点整備計画」（全国計画）

において、「国が、各地方において、地方公共団体や地域経済界等との

十分な意見交換を行い、インフラに関する現状と課題や社会情勢の変

化に合わせたストック効果の最大化に向けた取組など社会資本整備の

重点事項等について検討し、取りまとめる（第４章第１節）。」とされてい

る。

また、国土交通広域連携会議は、国と地方が広域視点に立った地域

ブロックの将来ビジョン、国際化戦略、観光・地域振興戦略、社会資本

整備のあり方等について、国と地方公共団体、地元経済界、有識者等

が、地方ブロック戦略について意見を交換し、それを共有することを目

的として、平成１５年７月に設立させたもの。

よって、「中部ブロックにおける社会資本整備計画」を取りまとめる上

での関係機関との意見交換を図るために、国土交通広域連携会議を活

用することとしたものである。
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国土交通広域連携中部会議について

社会資本整備重点計画（全国計画）(令和３年５月２８日策定)より抜粋
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